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9月定例会�

9月定例会において、各常任委員会及び特別委員会で議論となったものを各委員長がまとめたものです。�

正
副
委
員
長
の
互
選
と
平
成
十
二
年

度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ

い
て
の
審
査
を
行
っ
た
。

決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、
今
会
期
内

に
お
い
て
結
論
を
見
る
に
至
ら
ず
、
全

員
が
継
続
審
査
に
賛
成
し
た
。

委
員
会
の
構
成
は
次
の
と
お
り
。
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委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
二
件
と

報
告
一
件
は
、執
行
部
に
説
明
を
求
め
、

慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

「
春
日
市
情
報
公
開
審
査
会
委
員
の

任
命
」
に
つ
い
て
は
、
豊
後
晴
彌
氏
の

後
任
人
事
で
全
員
が
同
意
し
ま
し
た
。

次
に
、
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三

号
）
の
専
決
処
分
に
つ
い
て
は
、
下
水

道
事
業
会
計
に
お
け
る
企
業
債
の
借
り

換
え
に
伴
い
、
繰
り
出
し
金
を
減
額
し

た
も
の
で
全
員
承
認
し
ま
し
た
。

次
に
、
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四

号
）
に
つ
い
て
は
、
歳
出
予
算
で
は
、

国
民
健
康
保
険
事
業
へ
の
繰
出
金
四
千

三
四
三
万
八
千
円
や
側
溝
布
設
工
事
費

三
千
三
四
○
万
円
、
市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
整
備
基
金
積
立
金
二
億
円
等
の

増
額
が
あ
り
、
歳
入
で
は
、
都
市
開
発

資
金
事
業
特
別
会
計
に
関
す
る
街
路
整

備
事
業
債
一
千
八
三
○
万
円
等
に
つ
い

て
執
行
部
に
内
容
等
の
説
明
を
受
け
、

慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
員
が
原
案

を
可
決
す
る
こ
と
に
賛
成
し
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
、
委
員
会
が
付
託
を
受

け
た
議
案
は
「
春
日
市
ふ
れ
あ
い
文
化

セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」
の
一
議
案

で
し
た
。
今
回
の
改
正
は
、
陶
芸
室
の

改
修
に
伴
い
、
使
用
区
分
を
改
め
る
と

と
も
に
使
用
料
を
改
定
す
る
内
容
で
す
。

執
行
部
よ
り
「
こ
れ
ま
で
は
、
ガ
ス

窯
だ
け
の
利
用
で
も
陶
芸
室
全
体
を
借

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、

増
設
を
機
に
、
利
便
性
を
高
め
る
た
め

に
三
つ
の
区
分
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用

が
で
き
る
よ
う
に
変
更
し
た
。
使
用
料

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
料
金
を
も
と
に

面
積
割
り
で
算
定
し
た
」
旨
の
説
明
を

受
け
、
全
員
が
原
案
を
可
決
す
る
こ
と

に
賛
成
し
ま
し
た
。

な
お
、
今
後
の
利
用
に
つ
い
て
は

「
ウ
ト
グ
チ
窯
」
の
活
用
も
含
め
、
既
存

サ
ー
ク
ル
と
の
協
議
も
行
っ
た
上
で
、

一
般
市
民
の
方
た
ち
に
も
利
用
し
や
す

い
運
営
が
な
さ
れ
る
よ
う
要
望
い
た
し

ま
し
た
。

議
案
八
件
、
継
続
審
査
中
の
請
願
二

件
の
審
査
を
行
っ
た
。
請
願
第
一
号
は

「
乳
幼
児
医
療
費
助
成
の
対
象
年
齢
を

三
歳
未
満
か
ら
四
歳
未
満
に
一
歳
引
き

上
げ
」
を
求
め
て
お
り
、
請
願
第
二
号

は
国
の
制
度
で
就
学
前
の
子
ど
も
を
対

象
と
し
て
無
料
に
す
る
こ
と
を
国
に
要

請
す
る
こ
と
と
、
市
に
対
し
て
年
齢
を

三
歳
未
満
か
ら
五
歳
未
満
へ
引
き
上
げ

る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

委
員
会
で
は
、
乳
幼
児
医
療
費
助
成

制
度
の
現
状
、
年
齢
引
き
上
げ
に
よ
る

財
政
負
担
の
比
較
な
ど
、
慎
重
に
審
査

を
行
っ
た
。
県
補
助
率
の
引
き
下
げ
や

年
齢
を
一
歳
引
き
上
げ
る
こ
と
で
、
約

五
千
万
円
の
市
負
担
が
生
じ
る
な
ど
、

財
政
的
負
担
の
内
容
を
確
認
す
る
一
方
、

国
が
責
任
を
も
っ
て
当
事
業
を
実
施
す

べ
き
で
あ
り
、
子
育
て
支
援
策
の
一
環

と
し
て
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

点
で
意
見
が
一
致
し
た
。
請
願
第
一
号

は
原
案
可
決
、
請
願
第
二
号
は
一
部
採

択
す
る
こ
と
に
全
員
が
賛
成
し
た
。

議
案
八
件
に
つ
い
て
は
、
決
算
認
定

は
継
続
と
し
、
そ
の
他
は
全
員
賛
成
で

可
決
し
た
。

付
託
を
受
け
た
議
案
は
、
平
成
十
三

年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
議
案
、
平
成

十
二
年
度
特
別
会
計
決
算
認
定
議
案
な

ど
計
十
案
件
で
し
た
。

決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、
審
査
時
間

が
不
十
分
な
た
め
、
継
続
審
査
と
し
閉

会
中
に
審
査
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

「
専
決
処
分
（
下
水
道
事
業
会
計
補
正

予
算
）」
に
つ
い
て
は
、「
ま
だ
高
利
率

の
企
業
債
が
残
っ
て
い
る
。
次
年
度
以

降
も
引
き
続
き
低
利
の
も
の
へ
の
借
り

換
え
の
努
力
を
求
め
る
」
こ
と
を
強
く

要
望
し
て
原
案
を
承
認
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。「
駐
車
場
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
」
に
つ
い
て
は
、
利
用
促
進
に

つ
い
て
論
議
が
集
中
し
ま
し
た
。「
下

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
」
に
つ
い
て

は
、
雨
水
幹
線
し
ゅ
ん
せ
つ
に
つ
い
て

九
月
議
会
の
補
正
で
は
時
期
が
遅
く
梅

雨
や
台
風
シ
ー
ズ
ン
に
事
業
が
完
了
す

る
よ
う
今
後
改
善
を
要
望
し
可
決
し
ま

し
た
。
他
の
議
案
に
つ
い
て
も
慎
重
に

審
査
し
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
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